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I 監査の概要

1. 監査の種類

・地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 26 条第 1 項に基づく個別外部監査

2. 監査の対象

・住宅事業

3. 監査の着眼点

・今後の住宅事業のあり方

・住宅事業と財政

4. 監査の実施時期

・平成 21 年 10 月 1 日から平成 21 年 11 月 30 日まで

5. 監査の補助者

・公認会計士 多屋勝範

6. 主な監査手続

(1) 視察

各施設の状態を把握するため、公営住宅及び改良住宅の現場視察を行い、立地条件・

外観・内部の状況等を確認した。
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(2) 分析

人口及び世帯の状況、財務の状況、入居者の状況、応募の状況、住宅の状況、使用

料の状況等に関する資料を入手し、住宅事業の現状等の分析を行った。

(3) 質問

総務財政課及び産業建設課の担当者へ質問を実施し、人口及び世帯の状況、財務の

状況、入居者の状況、応募の状況、住宅の状況、使用料の状況等を確認した。

7. 利害関係

個別外部監査の対象とした事項について、個別外部監査人及び補助者と歌志内市との

間には地方自治法第 252 条の 29 の規定により記載すべき利害関係はない。
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II 監査の結果

1. 住宅事業の今後のあり方について

既存の事業計画（cf. Ⅲの「5. 住宅の状況」「(4) 事業計画」）はいったん白紙に戻し、

ゼロベースから見直すべきである。今後の住宅事業は、新規建設（建替）に頼るのでは

なく、既存住宅の延命化を図ることにより運営されるべきである。

人口及び世帯数は減少傾向にあり、将来も減少の見通しとなっている（cf. Ⅲの「1. 人

口及び世帯の状況」）。人口及び世帯の減少は、市全体での住宅需要減少につながる。市

営住宅の入居戸数も減少しており、全体の約 2 割が空戸である（cf. Ⅲの「3. 入居者の状

況」）。市営住宅の応募倍率は、低い状況が続いている（cf. Ⅲの「4. 応募の状況」）。かか

る状況においては、新規住宅建設（建替）事業を行う必要性ないし合理性は乏しいもの

と考えられる。

当市は、少ない人口及び主幹産業不在で厳しい財政状況にある（cf. Ⅲの「2. 財政の状

況」「(1) 普通会計」）。平成 18 年度決算では、一過性であったとはいえ赤字を経験してい

る。平成 20 年度決算においては、過去の過大な設備投資に起因して実質公債費比率が財

政健全化団体の基準値以上となっている。特に住宅事業は市に多大な財政負担をもたら

しており（cf. Ⅲの「2. 財政の状況」「(2) 住宅事業会計」）、市の財政が厳しくなった一

因となっている。今後も続くと予想されている人口減少と主幹産業不在の状況下で、過

大な住宅建設（建替）により多額の財政負担を生じさせることは、市の財政悪化、実質

公債費比率等の財政健全化法における各指標の悪化につながる。住宅建設（建替）は、

普通建設事業費等の目先の財政負担のみならず、公債費等の将来の財政負担をも決定づ

けるものである。財政の見地からも、新規住宅建設（建替）事業については慎重に検討

しなければならない。

確かに、建物の老朽化と住宅水準の低さは問題である（cf. Ⅲの「5. 住宅の状況」「(2)

物理的な状況」）。しかし、建設コストよりも既存住宅の改良コストの方が低いのであれ

ば（cf. Ⅲの「5. 住宅の状況」「(3) 経済的な状況」）、まずは改造・修繕により既存住宅

の延命化を図ることを検討すべきである。
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2. 事業計画策定と財政について

(1) 中長期的な支出額の見積り

住宅事業の事業計画を策定する際には、事業の実施により生じるであろう中長期的

な支出額を適切に見積もり、財政への負担の程度を考慮に入れるべきである。

当市では、建物の老朽化と住宅水準の低さから（cf. Ⅲの「5. 住宅の状況」「(2) 物

理的な状況」）、多額の財政負担が生じる可能性がある。前記の「1. 住宅事業の今後の

あり方について」の中でも述べたとおり、当市の財政は厳しい状況にある。財政への

負担の程度を考慮することなく事業を計画実行することは、市の財政悪化、実質公債

費比率等の財政健全化法における指標の悪化につながる。

当市の住宅事業の事業計画では、将来の財政への負担の程度が十分に検討されてい

るとは言い難い（cf. Ⅲの「5. 住宅の状況」「(4) 事業計画」）。中長期的な支出額を適

切に見積り、その財政への負担の程度を勘案して、事業計画を策定することが必要で

ある。

(2) 他の公共施設とのバランス

住宅事業の事業計画を策定する際には、市の財政が悪化しないように、他の公共施

設の事業計画とのバランスを考慮に入れるべきである。

当市には、市営住宅以外にも老朽化した公共施設がある。主な公共施設の築後経過

年数及び耐用年数経過状況（経過率）は、表 1 のとおりである。

表 1

施設名 耐用年数 築後年数 経過率

消防本部庁舎 70 年 43 年 61%

市役所庁舎 70 年 42 年 60%

市民体育館 45 年 38 年 84%

救護施設親愛の家 45 年 36 年 80%

歌志内中村プール 45 年 33 年 73%

図書館 45 年 32 年 71%

神威保育所 45 年 31 年 69%

歌志内幼稚園 45 年 30 年 67%

老人福祉センター 45 年 29 年 64%

歌志内中学校（旧歌志内高校） 70 年 27 年 39%
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施設名 耐用年数 築後年数 経過率

特別養護老人ホームしらかば荘 70 年 25 年 36%

歌志内小学校 70 年 25 年 36%

歌志内中村歯科診療所 30 年 24 年 80%

公民館 70 年 23 年 33%

スキー場センターハウス 70 年 21 年 30%

デイサービスセンター 70 年 14 年 20%

かもい岳温泉 70 年 13 年 19%

スキー場西ゲレンデセンターハウス 70 年 13 年 19%

養護老人ホーム楽生園 70 年 12 年 17%

郷土館ゆめつむぎ 70 年 12 年 17%

市立病院 70 年 5 年 7%

築後 20 年以上経過しているものが 21 施設中 15 施設あり、耐用年数経過率 50%以

上（耐用年数の 2 分の 1 以上経過）のものが 21 施設中 10 施設となっている。これら

の施設については、近い将来、建替あるいは大規模修繕が必要になると考えられる。

市営住宅以外にも、今後、市に多額の財政負担を生じさせる要因が存在している。

したがって、住宅事業の事業計画を策定する際には、住宅事業を含めたすべての事

業から何れの事業を優先すべきかを検討し、その事業の実施時期・規模を調整するこ

とが必要となってくる。



8

3. 使用料滞納者への対応について

収入未済額の回収を促進させるために、また、収入未済額の発生を抑止するために、

使用料滞納者に対する回収策を強化すべきである。

平成 20 年度末で 47,632 千円もの収入未済額がある（cf. Ⅲの「6. 使用料の状況」「(3)

回収の状況」）。1 年以上滞納している入居者は 73 人もいる（cf. Ⅲの「6. 使用料の状況」

「(4) 滞納者の状況」）。長期滞納者を放置することは、他の真摯に使用料を支払っている

入居者との間の不公平を許すことになる。長期滞納者の存在は、さらなる滞納者を生み

出す誘因ともなる。長期の滞納が、市の財政に悪影響を及ぼすことは言うまでもない。

市は滞納者に対して督促等の一定の対処を行ってはいるものの、滞納者からの回収状

況は芳しくない（cf. Ⅲの「6. 使用料の状況」「(5) 滞納者への対処方法」）。使用料滞納

者に対する回収策を強化することが必要である。
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III 住宅事業等の概要

1. 人口及び世帯の状況

(1) 人口

① 歴史的背景

歌志内市は、石炭産業を基盤として発展してきた。石炭産業が唯一の基幹産業であ

った。その石炭産業は、昭和 30 年代後半からの国のエネルギー政策転換により衰退が

進み、炭鉱の閉山が相次いだ。平成 7 年 3 月には、市内で唯一残っていた空知炭鉱が

閉山となった。他に主要な産業のない当市では、炭鉱閉山に伴う炭鉱離職者の市外転

出が進んだ。昭和 20 年代の炭鉱最盛期には約 46,000 人であった人口が、平成 21 年 9

月 30 日現在では 4,673 人と 10 分の 1 程度となっている。

② 人口の推移

昭和 50 年から直近までの人口の推移は、表 2 のとおりである。また、昭和 50 年か

ら直近までの年齢区分別構成割合の推移は、表 3 のとおりである。

表 2 （単位：人）

年齢区分 S50 年 S55 年 S60 年 H2 年 H7 年 H12 年 H17 年 H21 年

0~14 歳

2,450 1,750 1,634 1,291 843 564 446 358

（増減数） △700 △116 △343 △448 △279 △118 △88

（増減率） △28.6% △6.6% △21.0% △34.7% △33.1% △20.9% △19.7%

15~64 歳

8,130 7,094 6,476 5,370 4,225 3,438 2,854 2,450

（増減数） △1,036 △618 △1,106 △1,145 △787 △584 △404

（増減率） △12.7% △8.7% △17.1% △21.3% △18.6% △17.0% △14.2%

65 歳以上

1,198 1,334 1,502 1,618 1,799 1,939 1,921 1,865

（増減数） 136 168 116 181 140 △18 △56

（増減率） 11.4% 12.6% 7.7% 11.2% 7.8% △0.9% △2.9%

合計

11,778 10,178 9,612 8,279 6,867 5,941 5,221 4,673

（増減数） △1,600 △566 △1,333 △1,412 △926 △720 △548

（増減率） △13.6% △5.6% △13.9% △17.1% △13.5% △12.1% △10.5%

（注）1．S50~H17 年の各数値は国勢調査結果、H21 年は平成 21 年 9 月 30 日の住民基本台帳数値。

2．各年齢区分の上段は人口、中段は前回調査からの増減数、下段は前回調査からの増減率を示す。
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表 3

年齢区分 S50 年 S55 年 S60 年 H2 年 H7 年 H12 年 H17 年 H21 年

0~14 歳 20.8% 17.2% 17.0% 15.6% 12.3% 9.5% 8.5% 7.7%

15~64 歳 69.0% 69.7% 67.4% 64.9% 61.5% 57.9% 54.7% 52.4%

65 歳以上 10.2% 13.1% 15.6% 19.5% 26.2% 32.6% 36.8% 39.9%

（注）1．S50~H17 年の各数値は国勢調査結果、H21 年は平成 21 年 9 月 30 日の住民基本台帳数値。

市全体の人口は、昭和 55 年から昭和 60 年の期間を除き、5 年間で 10％以上の人口

減少が続いている（昭和 55 年から昭和 60 年の期間は夕張市の北炭閉山に伴う同市か

らの転入があったため減少幅小）。年齢区分別では、基幹産業であった炭鉱が閉山した

ため、15～64 歳の生産年齢人口が大きく減少している。これに伴い、0～14 歳の年少

人口も大きく減少している。65 歳以上の高齢者人口は、平成 12 年まで増加していたも

のの、平成 17 年より減少に転じている。

年齢区分別構成割合は、昭和 50 年では 0～14 歳が約 2 割、15～64 歳が約 7 割と両

区分で市全体の 9 割を占めていた。しかし、直近の平成 22 年では、炭鉱閉山による両

年齢区分の人口減により 65 歳以上が約 4 割と高齢化が進んでいる状況にある。

③ 人口の将来推計

国立社会保障・人口問題研究所の「日本の市区町村別将来推計人口」（平成 20 年 12

月推計）によると、将来の人口の推移は、表 4 のとおりである。また、将来の年齢区

分別構成割合の推移は、表 5 のとおりである。
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表 4 （単位：人）

年齢区分 H22 年 H27 年 H32 年 H37 年 H42 年 H47 年

0~14 歳

339 277 219 179 149 122

△107 △62 △58 △40 △30 △27

△24.0% △18.3% △20.9% △18.3% △16.8% △18.1

15~64 歳

2,372 1,953 1,593 1,345 1,125 965

△482 △419 △360 △248 △220 △160

△16.9% △17.7% △18.4% △15.6% △16.4% △14.2%

65 歳以上

1,853 1,775 1,669 1,474 1,287 1,092

△68 △78 △106 △195 △187 △195

△3.5% △4.2% △6.0% △11.7% △12.7% △15.2%

合計

4,564 4,005 3,481 2,998 2,561 2,179

△657 △559 △524 △483 △437 △382

△12.6% △12.2% △13.1% △13.9% △14.6% △14.9%

（注）1．各年齢区分の上段は人口、中段は前回調査からの増減数、下段は前回調査からの増減率を示す。

2．H22 年の増減数及び増減率は、H17 年の国勢調査結果との比較。

表 5

年齢区分 H22 年 H27 年 H32 年 H37 年 H42 年 H47 年

0~14 歳 7.4% 6.9% 6.3% 6.0% 5.8% 5.6%

15~64 歳 52.0% 48.8% 45.8% 44.8% 43.9% 44.3%

65 歳以上 40.6% 44.3% 47.9% 49.2% 50.3% 50.1%

人口は、今後もすべての年齢区分で減少し、各 5 年間で 12％超の人口減少となる見

通しである。減少率は徐々に大きくなっていく。平成 27 年には約 4,000 人まで減少、

平成 37 年には 3,000 人を下回る。今後約 15 年で、人口が 35％以上減少するとの推計

である。約 25 年後の平成 47 年には、現在の 2 分の 1 の人口になると推計されている。

年齢区分別構成では、約 15 年後の平成 37 年には 65 歳以上の高齢者人口の割合が

49.2％となり、ほぼ 2 人に 1 人が高齢者となる見通しである。
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(2) 世帯

昭和 60 年から平成 17 年までの一般世帯及び住居区分の推移は、表 6 のとおりであ

る。また、住居区分の構成割合の推移は、表 7 のとおりである。

表 6 （単位：世帯）

項目 S60 年 H2 年 H7 年 H12 年 H17 年

一般世帯 3,491 3,165 2,779 2,573 2,329

住
居
区
分

持ち家 1,148 1,127 1,067 1,032 942

公営借家 890 1,015 1,129 1,298 1,220

民営借家 249 122 324 57 53

給与住宅 1,182 838 231 143 80

間借り 22 8 9 15 14

（注）1．上記数値は国勢調査結果による。なお、昭和 60 年以降と昭和 55 年以前の国勢調査では、世帯

の定義等が異なるため、昭和 60 年以降の結果のみ記載している。

2．一般世帯には住宅以外に住む世帯（下宿住まいの単身者等）が含まれているため、一般世帯数と

住宅区分世帯数合計は必ずしも一致していない。

3．各住居区分の意味は次のとおり。

・持ち家 居住する住宅がその世帯の所有である場合

・公営借家 その世帯の借りている住宅が都道府県又は市区町村営の賃貸住宅やアパートで

あって、かつ給与住宅でない場合

・民営借家 その世帯の借りている住宅が「公営借家」「給与住宅」でない場合

・給与住宅 勤務先の会社・官公庁・団体などの所有又は管理する住宅に、職務の都合上又

は給与の一部として居住している場合

・間借り 他の世帯が住んでいる住宅の一部を借りて住んでいる場合

表 7

住居区分 S60 年 H2 年 H7 年 H12 年 H17 年

持ち家 32.9% 36.2% 38.7% 40.6% 40.8%

公営借家 25.5% 32.6% 40.9% 51.0% 52.8%

民営借家 7.1% 3.9% 11.7% 2.2% 2.3%

給与住宅 33.9% 27.0% 8.4% 5.6% 3.5%

間借り 0.6% 0.3% 0.3% 0.6% 0.6%

一般世帯数についても、人口の推移と同様、石炭産業の衰退により減少している。
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住居区分では、炭鉱閉山により、給与住宅（炭鉱会社の社宅）が減り、炭鉱離職者向け

住宅として公営借家（市営住宅）が増えている。平成 12 年には公営借家に住む世帯の割

合が 50％を超え、2 世帯につき 1 世帯が公営借家に住む状況になっている。ただし、公

営借家に住む世帯数も、平成 17 年で減少に転じている。
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2. 財政の状況

(1) 普通会計

平成 16 年度から平成 20 年度までの各年度における住宅事業を含めた普通会計の決

算数値は、表 8 のとおりである。

表 8 （単位：千円）

科目 H16 年度 H17 年度 H18 年度 H19 年度 H20 年度

歳

入

地方税 267,140 252,272 254,104 304,086 271,991

地方譲与税・交付金 111,723 118,364 132,579 88,107 80,447

地方交付税 2,803,399 2,738,051 2,603,217 2,565,861 2,589,739

分担金・負担金 430,866 432,057 426,219 431,008 440,505

使用料・手数料 347,389 356,905 428,865 332,570 332,164

国庫支出金・道支出金 855,784 936,042 1,355,866 698,041 626,373

繰入金 311,428 284,933 355,157 40,704 28,279

地方債（市債） 312,900 548,900 516,700 258,000 106,100

その他歳入 580,282 275,473 1,388,356 204,028 218,651

合計 6,020,911 5,942,997 7,461,063 4,922,405 4,694,249

歳

出

人件費 1,267,938 1,181,976 1,023,130 971,900 858,813

扶助費 729,072 707,110 636,465 629,961 626,243

公債費 1,180,634 1,299,485 2,563,756 950,242 882,933

物件費・維持補修費 880,676 875,794 1,035,105 702,619 707,037

補助費等 702,420 473,611 1,232,827 500,340 450,031

繰出金 577,980 575,033 484,926 478,374 519,120

投資的経費 411,684 631,427 261,407 319,322 86,868

前年度繰上充用金 － － － 158,374 －

その他歳出 180,479 133,924 381,821 163,418 422,844

合計 5,930,883 5,878,360 7,619,437 4,874,550 4,553,889

歳入歳出差引 90,028 64,637 △158,374 47,855 140,360
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① 地方税 

歳入総額に占める割合は 3～6%と極めて低い水準にある。平成 19 年度に、所得税（国

税）から住民税（地方税）への税源移譲があり微増するも、少ない人口及び主幹産業

の不在により、ここ 5 年は低水準で推移している。 

 

② 地方交付税 

歳入総額に占める割合は 35～55%と高い状況にある。人口が少なく、主幹産業がな

い状況下で、地方交付税への依存度が高い。その地方交付税も、国の三位一体改革の

影響もあり減少傾向にある。 

 

③ 使用料・手数料 

歳入総額に占める割合は 10%未満であるが、地方税より多い歳入がある。その 6～7

割が市営住宅からの使用料・手数料である。なお、平成 18 年度の使用料・手数料が多

額となっているのは、健康の村施設（チロルの湯・アリーナチロル）の運営を歌志内

振興公社への業務委託から市直営へと変更し、その施設使用料が発生したためである

（同施設は平成 18年度中に歌志内振興公社へ売却済）。これを除けば減少傾向にある。 

 

④ 国庫支出金・道支出金 

平成 18 年度の国庫支出金・道支出金が多額となっているのは、空知産炭地域総合発

展基金からの不適切な長期借入金返済スキームの中で、同基金 750,000千円を取崩し、

その取崩入金が計上されたためである。 

 

⑤ 地方債 

歳入総額に占める割合は 10%未満である。投資的経費（普通建設事業費）の抑制に

より、少ない発行高で推移している。 

 

⑥ その他歳入 

平成 18 年度のその他歳入が多額となっているのは、空知産炭地域総合発展基金から

の不適切な長期借入金返済スキームの中で、健康の村施設（チロルの湯・アリーナチ

ロル）を歌志内振興公社へ 1,000,000 千円で売却し、その売却収入が計上されたためで

ある。 

 

⑦ 人件費・扶助費・物件費・維持補修費 

各種削減策を実施し、減少傾向にある。なお、平成 18 年度の物件費・維持補修費が

多額となっているのは、健康の村施設（チロルの湯・アリーナチロル）の運営を歌志

内振興公社への業務委託から市直営へと変更し、その施設管理費用が発生したためで
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ある（同施設は平成 18 年度中に歌志内振興公社へ売却済）。 

 

⑧ 公債費 

   歳出総額の 20～30%を占めている。市営住宅建設事業をはじめ、炭鉱閉山後の地域

振興対策として実施してきた事業に関する起債の償還が重い。近年の投資的経費（普

通建設事業費）抑制により減少傾向にはある。なお、平成 18 年度の公債費が多額とな

っているのは、空知産炭地域総合発展基金からの不適切な長期借入金 1,496,800 千円を

一括償還したためである。 

平成 20 年度末の地方債残高は、5,891,768 千円となっている（平成 21 年度以降の公

債費の推移については、「(2) 住宅事業会計」「⑦ 公債費」を参照）。 

 

⑨ 補助費等 

   平成 18 年度の補助費等が多額となっているのは、空知産炭地域総合発展基金からの

不適切な長期借入金返済スキームの中で、歌志内振興公社へ健康の村施設（チロルの

湯・アリーナチロル）購入代金の一部補助（750,000 千円）を行ったためである。 

 

⑩ 投資的経費 

歳出総額に占める割合は 10%未満である。公債費負担が重くなってきていたことか

ら、計画されていた各種建設事業の延期もしくは中止を行い、投資的経費の抑制を図

ってきた。 

 

⑪ 歳入歳出差引 

   平成 18 年度は赤字となっている。これは、空知産炭地域総合発展基金からの不適切

な長期借入金を一括償還したことによる。 
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(2) 住宅事業会計

平成 16 年度から平成 20 年度までの各年度における住宅事業会計の決算数値は、表 9

のとおりである。

表 9 （単位：千円）

科目 H16 年度 H17 年度 H18 年度 H19 年度 H20 年度

歳

入

使用料・手数料 249,340 247,460 246,237 238,823 237,760

国庫支出金・道支出金 203,724 321,815 47,675 149,866 10,657

財産収入 1,176 1,161 1,116 1,772 3,134

繰入金 169,484 167,624 147,822 115,765 74,632

諸収入 1,870 142 3,245 3,711 244

地方債 95,200 150,100 28,400 101,300 －

繰越金 － 4,366 － 4,546 －

合計 720,795 892,668 474,496 615,785 326,428

歳

出

総務費 76,659 72,465 62,964 61,139 56,358

事業費 275,262 457,318 81,530 237,694 22,778

災害復旧費 6,161 － － － －

公債費 358,346 362,884 325,454 316,950 247,291

繰越金 4,366 － 4,546 － －

合計 720,795 892,668 474,496 615,785 326,428

（注）1．会計区分は市営住宅特別会計と市営改良住宅特別会計に分かれているが、上記では両会計の合算

値で表記。

① 使用料・手数料

主に住宅の使用料である。平成 18 年度以降、駐車場の使用料が年額 2,300～2,500

千円程度発生している。入居者の減少により歳入額は減少傾向にある。

② 国庫支出金・道支出金

大部分が住宅の建替え等の事業に係る補助金等である。平成 17 年度までは公営住宅

の家賃に係る国からの補助金（公営住宅家賃対策補助金）が年間 26,000～27,000 千円

程度あったが、平成 18 年度以降、同補助金は国の三位一体改革の関係で地方交付税へ

と一般財源化されている。
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③ 繰入金

一般会計繰入金と基金繰入金から成る。

a) 一般会計繰入金

平成 16 年度から平成 20 年度まで各年度における繰入金額は、表 10 のとおりであ

る。

表10 （単位：千円）

H16 年度 H17 年度 H18 年度 H19 年度 H20 年度

一般会計繰入金 140,140 139,789 130,697 111,232 72,634

（注）1．会計区分は市営住宅特別会計と市営改良住宅特別会計に分かれているが、上記では両会計の合算

値で表記。

繰入金額は減少傾向にあり、平成 20 年度では平成 16 年度の半分程度となってい

る。これは、公債費の負担が減少していることによる。とはいえ、平成 20 年度でも

70,000 千円超と使用料・手数料の 3 割に相当する繰入があり、一般会計からの多額

の補填が続いている。

b) 基金繰入金

基金には敷金基金と営繕基金がある。

敷金基金は、入居者から預かった敷金の適正な保管を目的とした基金である。基

本的に敷金の返還以外には使用されない。平成 20 年度末で、敷金基金の残高は

23,923 千円となっている。

営繕基金は、住宅の修繕に充当させる目的で積み立てられた基金である。平成 16

～17 年度で年額 26,000 千円程度の繰入があったが、同基金は平成 20 年 3 月 31 日

で廃止されており、残高は既にゼロとなっている。

④ 地方債

主に改良住宅の建替事業に係る起債である。平成 16 年度に災害復旧事業債が 3,200

千円、平成 19 年度に借換債が 34,400 千円あるが、これ以外はすべて改良住宅の建替

事業債である。平成 19～20 年度は新規建替事業は停止されており、平成 20 年度の起

債額はゼロとなっている（平成 19 年度は、平成 18 年度実施分建替事業の一部が繰り

越されてきたため 66,900 千円の起債あり）。
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⑤ 総務費

住宅事業に関与する職員の人件費や一般修繕費（事業として実施するほどの規模の

ない比較的少額の修繕に係るもの）から成る。主に人件費の抑制により減少傾向にあ

る。

⑥ 事業費

主に改良住宅の建替事業に係る歳出である。前記の「④ 地方債」でも述べたとおり、

平成 19～20 年度は新規建替事業が停止されており、平成 20 年度の歳出額は抑制され

ている。

⑦ 公債費

近年の建替事業縮小及び借換債の活用により歳出額は減少傾向にある。しかし、住

宅事業における公債費負担は重く、公債費を使用料・手数料で賄いきれない状況が続

いている（表 11 参照）。

表 11 （単位：千円）

項目 H16 年度 H17 年度 H18 年度 H19 年度 H20 年度

使用料・手数料 249,340 247,460 246,237 238,823 237,760

公債費 358,346 362,884 325,454 316,950 247,291

公債費カバー率 69.6% 68.2% 75.7% 75.4% 96.1%

（注）1．公債費カバー率は「使用料・手数料÷公債費」にて算定。100%以上で使用料及び手数料が公債

費を全額カバーしたことを意味する。

平成 20 年度末の住宅事業に係る市債残高は 2,402,205 千円である。平成 21 年度以

降の 20 年間の住宅事業会計及び普通会計の公債費の推移は、表 12 のとおりである。

減少はするも多額の公債費負担が続き、平成 34 年度まで 100,000 千円超の公債費負担

がある。
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表12 （単位：千円）

項目 H21 年度 H22 年度 H23 年度 H24 年度 H25 年度

住宅事業会計の公債費 222,176 198,559 194,627 188,963 185,530

普通会計の公債費 778,544 636,771 581,497 545,590 515,985

住宅事業の割合 28.5% 31.2% 33.5% 34.6% 36.0%

項目 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度

住宅事業会計の公債費 175,132 174,504 174,302 173,658 171,566

普通会計の公債費 455,620 423,016 408,600 392,235 305,761

住宅事業の割合 38.4% 41.3% 42.7% 44.3% 56.1%

項目 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 H35 年度

住宅事業会計の公債費 171,228 160,697 138,483 138,137 84,446

普通会計の公債費 291,370 268,459 244,552 209,493 140,600

住宅事業会計の割合 58.8% 59.9% 56.6% 65.9% 60.1%

項目 H36 年度 H37 年度 H38 年度 H39 年度 H40 年度

住宅事業会計の公債費 84,446 55,813 39,707 27,106 22,026

普通会計の公債費 130,423 91,393 61,696 40,252 27,596

住宅事業の割合 64.7% 61.1% 64.4% 67.3% 79.8%



21

3. 入居者の状況

(1) 入居戸数

平成 7 年から平成 21 年までの各年 3 月 31 日時点での入居戸数は、表 13 のとおりで

ある。

表13 （単位：戸）

エリア H7.3 H8.3 H9.3 H10.3 H11.3 H12.3 H13.3 H14.3 H15.3 H16.3

上 歌 205 167 165 184 174 150 131 105 93 93

東 光 56 167 165 75 79 92 92 89 111 112

本 町 162 162 188 171 173 172 171 168 173 174

歌 神 500 286 277 325 328 319 308 293 283 276

神 威 168 174 167 175 181 174 177 172 172 169

中 村 200 202 202 196 194 193 194 188 179 179

文 珠 294 291 275 283 278 284 302 306 309 309

合計 1,585 1,449 1,439 1,409 1,407 1,384 1,375 1,321 1,320 1,312

エリア H17.3 H18.3 H19.3 H20.3 H21.3

上 歌 93 94 94 87 82

東 光 111 112 112 109 109

本 町 172 170 170 160 164

歌 神 269 256 256 232 213

神 威 168 164 164 149 145

中 村 171 161 161 154 142

文 珠 312 308 307 298 292

合計 1,296 1,265 1,264 1,189 1,147

入居戸数は前年同日と比べ毎年減少しており、増加した年はない。

平成 7 年 3 月の空知炭鉱閉鎖の影響で、平成 7 年 3 月 31 日から平成 8 年 3 月 31 日

までの 1 年間で 136 戸と大きく減少した。その後も減少が続き、ここ数年は減少戸数

の拡大がみられる。平成 11 年 3 月 31 日から平成 16 年 3 月 31 日までの 5 年間で 95

戸の減少であったのが、平成 16 年 3 月 31 日から平成 21 年 3 月 31 日までの 5 年間で

は 165 戸の減少となっている。減少幅拡大の要因は、安定した就労を求めての市外転

出及び高齢な入居者の減少（自然減、子供との同居のための市外転出、病院への入院・
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介護施設への入所等）にある。

(2) 入居率

平成 21 年 3 月 31 日時点での入居率は、表 14 のとおりである。

表 14

団地名 戸数 入居数 入居率 団地名 戸数 入居数 入居率

公

営

住

宅

上歌 34 32 94.1%

改

良

住

宅

上歌 62 50 80.6%

東光シルバー 20 20 100.0% 東光二区 16 15 93.8%

本町沢町 4 4 100.0% 東光三区 76 74 97.4%

歌神第二 60 14 23.3% 本町中央 50 46 92.0%

神威桜沢 20 17 85.0% 本町川向 72 69 95.8%

神威鳩ヶ丘 8 － 0.0% 本町 48 45 93.8%

神威シルバー 20 20 100.0% 歌神一区 110 81 73.6%

中村日の出 16 14 87.5% 歌神二区 102 53 52.0%

中村宮下 4 4 100.0% 歌神川向 78 65 83.3%

中村中央 40 36 90.0% 神威桜ヶ岡 52 34 65.4%

文珠西歌 40 39 97.5% 神威桜沢 38 21 55.3%

文珠高台 98 94 95.9% 神威神楽岡 56 53 94.6%

文珠本通り 8 7 87.5% 中村中央 154 88 57.1%

文珠泉町 8 8 100.0% 文珠高台 12 9 75.0%

文珠 20 17 85.0% 文珠本通り 52 43 82.7%

文珠みどり 24 21 87.5% 文珠しらかば 12 12 100.0%

文珠しらかば 20 20 100.0% 合計 990 758 76.6%

文珠チロル 24 22 91.7%

合計 468 389 83.1%

全体の入居率は、平成 21 年 3 月 31 日現在、78.7%となっている。

平成 21 年 3 月 31 日現在、入居率が特に低い住宅は、公営住宅では「歌神第二」の

23.3％、「神威鳩ヶ丘」の 0.0%である。改良住宅では、「歌神二区」の 52.0％、「神威

桜ヶ丘」の 65.4%、「神威桜沢」の 55.3％、「中村中央」の 57.1％である。このうち、

公営住宅の「歌神第二」「神威鳩ヶ丘」の空戸、改良住宅の「歌神二区」「中村中央」

の空戸については、政策的に空戸としているものがほとんどである。
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(3) 年齢構成

平成 21 年 3 月 31 日時点での入居者の年齢構成は、表 15 のとおりである。

表 15

エリア
0~14 歳 15~64 歳 65 歳以上

人数 割合 人数 割合 人数 割合

上 歌 7 4.6% 76 49.7% 70 45.7%

東 光 22 9.8% 120 53.6% 82 36.6%

本 町 67 16.2% 269 65.0% 78 18.8%

歌 神 33 7.5% 267 60.5% 141 32.0%

神 威 18 7.0% 126 49.2% 112 43.8%

中 村 10 4.5% 117 52.7% 95 42.8%

文 珠 93 15.9% 308 52.6% 184 31.5%

合計 250 10.9% 1,283 55.9% 762 33.2%

65 歳以上の高齢者の入居者が 33.2％と高めとなっている。エリア別には、本町エリ

アの 65 歳以上高齢者の入居率が 18.8%と低くなっているのが特徴的である。

(4) 1 世帯あたり人数

平成 21 年 3 月 31 日時点での 1 世帯当たり人数は、表 16 のとおりである。

表 16

エリア
1 人世帯 2 人世帯 3 人世帯 4 人世帯 5 人以上世帯

世帯数 割合 世帯数 割合 世帯数 割合 世帯数 割合 世帯数 割合

上 歌 36 43.9% 29 35.4% 11 13.4% 5 6.1% 1 1.2%

東 光 38 34.9% 42 38.5% 18 16.5% 9 8.3% 2 1.8%

本 町 34 20.7% 63 38.4% 28 17.1% 28 17.1% 11 6.7%

歌 神 71 33.3% 87 40.9% 36 16.9% 10 4.7% 9 4.2%

神 威 72 49.6% 46 31.7% 20 13.8% 4 2.8% 3 2.1%

中 村 86 60.6% 38 26.8% 13 9.1% 4 2.8% 1 0.7%

文 珠 128 43.8% 82 28.1% 41 14.1% 38 13.0% 3 1.0%

合計 465 40.5% 387 33.7% 167 14.6% 98 8.6% 30 2.6%
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1 人世帯が 40.5％、2 人世帯が 33.7％と、2 人までの世帯で全体の 8 割弱を占めてい

る。エリア別には、本町エリアでは 23.8%が 4 人以上世帯と家族での入居が多くなっ

ており、中村エリアでは 60.6%が 1 人世帯と一人暮らしでの入居が多くなっているの

が特徴的である。
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4. 応募の状況

(1) 応募倍率

平成 16 年度から平成 21 年度までの各年度における募集倍率は、表 17 のとおりであ

る。

表17 （単位：戸）

住宅区分 内訳 H16 年度 H17 年度 H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 累計

公営 募集 11 31 20 17 16 14 109

応募 4 27 3 7 10 3 54

倍率 0.36 0.87 0.15 0.41 0.63 0.21 0.50

改良 募集 23 40 42 44 33 10 192

応募 0 19 15 13 5 0 52

倍率 0.00 0.48 0.36 0.30 0.15 0.00 0.27

単身者 募集 10 8 5 6 7 6 42

応募 11 5 4 6 11 0 37

倍率 1.10 0.63 0.80 1.00 1.57 0.00 0.88

シルバー 募集 2 1 3 1 2 1 10

応募 11 6 14 4 5 2 42

倍率 5.50 6.00 4.67 4.00 2.50 2.00 4.20

全体 募集 46 80 70 68 58 31 353

応募 26 57 36 30 31 5 185

倍率 0.57 0.71 0.51 0.44 0.53 0.16 0.52

（注）1．募集及び応募の各年度数値は延べ数。

2．倍率は「応募戸数÷募集件数」にて算定。

3．平成 21 年度の数値は 4 月から 9 月までの途中経過。

① 市営住宅全体

平成 16 年度以降で応募倍率が 1 倍を超えた年度は一度もない。募集 2 戸に対して 1

件程度の応募という状況が続いている。平成 21 年度は、9 月までの途中経過ではある

が、募集戸数に対する応募件数が 2 割未満となっている。

② 住宅種類別

シルバー住宅の応募倍率は高い。他の市営住宅に入居する高齢者からの応募が多い

ためである。ただし、倍率は減少傾向にある。
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単身者住宅の倍率は 1 倍前後で推移している。ただし、平成 21 年度は 9 月までで応

募は 0 件となっている。

公営住宅及び改良住宅の倍率は低い水準で推移している。比較的応募数が多い年度

は、建設年度の新しい住宅の募集となったためである。

(2) 応募者の特徴

市外からの応募もあるが、市内在住者からの応募がほとんどである。市営住宅入居

者による住み替え目的の応募が多くなっている。世帯からの独立を目的とした応募や、

高齢者のシルバー住宅への住み替えのための応募も多い。
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5. 住宅の状況

(1) 物件一覧

平成 21 年 3 月 31 日時点での市営住宅の物件一覧は、表 18（公営住宅）及び表 19

（改良住宅）のとおりである。

表 18 （公営住宅）

団地名 建設年度 間取り 棟数 戸数 専用面積 備考

上歌 S55~S62 2~3DK 6 34 62.1~66.7 ㎡ 身障者向け住宅 1 棟 2 戸

東光シルバー H13 1~2LDK 1 20 52.1~62.0 ㎡ 全戸シルバーハウジング

本町沢町 S58 3DK 1 4 63.0 ㎡

歌神第二 S46~50 2~3DK 15 60 37.1~50.0 ㎡

神威桜沢 S53~54 3DK 4 20 57.9~64.0 ㎡

神威鳩ヶ丘 S43 2~3DK 2 8 30.1~43.0 ㎡

神威シルバー H8 2LDK 1 20 62.0 ㎡ 全戸シルバーハウジング

中村日の出 S51~52 3DK 4 16 51.3~52.8 ㎡

中村宮下 S61 3DK 1 4 66.5 ㎡

中村中央 S50~57 1~3DK 10 40 29.7~63.0 ㎡ 寡婦住宅 1 棟 4 戸

文珠西歌 S57~60 3DK 7 40 63.0~66.6 ㎡

文珠高台 S52~H12 1~3LDK 10 98 50.7~79.6 ㎡

文珠本通 S52 3DK 2 8 52.8 ㎡

本珠泉町 S56 3DK 1 8 62.1 ㎡

文珠 S56~57 3DK 3 20 62.1~63.0 ㎡

文珠みどり S54~55 3DK 5 24 59.0~66.3 ㎡

文珠しらかば S61~63 3DK 3 20 63.0~66.7 ㎡

文珠チロル H6~8 1LDK 3 24 33.0 ㎡ 全戸単身者向け住宅

合計 79 468
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表 19 （改良住宅）

団地名 建設年度 間取り 棟数 戸数 専用面積 備考

上歌 S56~60 3DK 10 62 63.1~67.6 ㎡

東光二区 S54 3DK 2 16 61.4 ㎡

東光三区 H7~10 2~3LDK 4 76 64.2~70.0 ㎡

本町中央 S57~59 3DK 14 50 63.5~73.0 ㎡

本町川向 S54~55 3DK 11 72 61.4~66.9 ㎡

本町 S57~58 3DK 8 48 63.5 ㎡

歌神一区 S49~H18 2~3DK，2~3LDK 16 110 53.4~72.8 ㎡

歌神二区 S52~54 3DK 15 102 56.4~63.1 ㎡

歌神川向 S55~56 3DK 12 78 62.4~66.9 ㎡

神威桜ヶ岡 S51~52 3DK 9 52 56.4~55.8 ㎡

神威桜沢 S53~57 3DK 6 38 62.7~63.5 ㎡

神威神楽岡 S61~63 3DK 8 56 63.1 ㎡

中村中央 S44~46 2~3DK 32 154 45.3~49.9 ㎡

文珠高台 S55 3DK 2 12 62.4 ㎡

文珠本通 S57~59 3DK 9 52 63.1~63.5 ㎡

本珠しらかば S59 3DK 2 12 63.1 ㎡

合計 160 990

市営住宅全体で 239 棟 1,458 戸ある。市内は東から「上歌」「東光」「本町」「歌神」

「神威」「中村」「文珠」の 7 地区に分かれている。地区別では、最少が上歌地区の 96

戸、最多が歌神地区の 350 戸となっており、いずれの地区にも多数の市営住宅が配置

されている。

歌志内市は炭鉱の町として発展してきた市であり、炭鉱が市内各地に点在し、炭鉱

関連の住民が多数住居していた。炭鉱が縮小・閉山となる中で、炭鉱離職者向けの住

宅として、各地に多数の市営住宅が用意された。人口減少に伴い市営住宅も縮小して

きたが、依然として市内各地に多数の戸数が存在している。

(2) 物理的な状況

① 老朽化

「(1) 物件一覧」の表中の建設年度を見るに、昭和 50 年代に建てられた住宅が多い。

国土交通省が作成した「長持ち住宅の手引き」によれば、取り壊される住宅の平均

築後経過年数は約 30 年とされる。この築後 30 年をひとつの基準とすると、30 年以上
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経過の住宅は 608 戸と全体の 41.7%となっている。さらに、築後 20 年以上経過の住宅

となると 1,172 戸で全体の 80.4%となっている。

公営住宅法施行令第 12 条に定められた耐用年数と築後経過年数との比較（耐用年数

の経過率）では、耐用年数満了の住宅は 132 戸と全体の 9.1%となっている。公営住宅

建替事業の要件となる耐用年数 2 の分の 1 経過（経過率 50%以上）の住宅は 1,112 戸

と全体の 76.3%となっている。

築後 30 年以上経過、耐用年数満了のいずれかに該当し、相対的に老朽化が著しいと

思われる住宅は、表 20 のとおりである。

表 20

団地名 耐用年数 経過年数 経過率 備考

公
営
住
宅

歌神第二 30 年 34~38 年 113~127% 全棟

神威桜沢 45 年 30~31 年 67~69% 全棟

神威鳩ヶ丘 30 年 41 年 137% 全棟

中村日の出 30 年 32~33 年 107~110% 全棟

中村中央 30 年 30~34 年 100~113% 全棟

文珠高台 45 年 32 年 71% 2 棟 8 戸

文珠本通り 30 年 32 年 107% 全棟

文珠みどり 30 年 30 年 100% 3 棟 12 戸

改
良
住
宅

東光二区 45 年 30 年 67% 全棟

本町川向 45 年 30 年 67% 9 棟 60 戸

歌神一区 45 年 32~35 年 71~78% 11 棟 42 戸

歌神二区 45 年 30~32 年 67~71% 全棟

神威桜ヶ岡 45 年 32~33 年 71~73% 全棟

神威桜沢 45 年 31 年 69% 2 棟 14 戸

中村中央 45 年 38~40 年 84~89% 全棟

② 安全性

a) 地震対策

平成 21 年 3 月 31 日時点で、旧耐震基準（建築基準法昭和 56 年改正以前の耐震基

準）にある住宅は 838 戸と全体の 57.5%となっている。

b) 火災対策

平成 16年の消防法改正により、住宅用火災報知機等の設置が義務付けられている。
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新築住宅は平成 18 年 6 月 1 日から、既存住宅についても平成 23 年 6 月 1 日までに

設置が義務付けられている。

平成 21 年 3 月 31 日時点で、住宅用火災報知機等が既に設置されている住宅は 59

戸と全体の 4.0%にすぎない。

③ 住宅水準

a) 水洗化

平成 21 年 3 月 31 日時点で、水洗化されていない住宅が 185 戸と全体の 12.7%と

なっている。なお、実際に入居者がいるにもかかわらず水洗化されていない住宅は

36 戸であり、全体の 2.5%である（残り 149 戸は政策的に空戸とされている）。

b) 浴室の有無

平成 21 年 3 月 31 日時点で、浴室のない住宅が 271 戸と全体の 18.6%となってい

る。浴室はあるが浴槽を入居者負担で設置している住宅が 837 戸と全体の 57.4%、

ユニットバス設置済の住宅が 350 戸と全体の 24.0%となっている。

なお、実際に入居者がいるにもかかわらず浴室のない住宅は 110 戸であり、全体

の 7.5%である（残り 161 戸のうち 113 戸は政策的に空戸とされている）。

c) 階数構造

市営住宅を階数構造別に分類すると、「平屋住宅」「重ね建て住宅」「縦割り住宅」

「2～4 階建ての集合住宅」がある。このうち、縦割り住宅は一戸に 1 階と 2 階があ

り、高齢者には住み難い住宅といえる。平成 21 年 3 月 31 日時点で、縦割り住宅は

304 戸と全体の 20.9%となっている。

d) バリアフリー

平成 21 年 3 月 31 日時点で、バリアフリー化がされている住宅は 257 戸と全体の

17.6%に留まっている。身障者向け住宅及びシルバーハウジング以外の住宅でバリア

フリー化がされているは、215 戸と全体の 14.7%となっている。

e) 総括

平成 21 年 3 月 31 日時点で、(ⅰ) 水洗化されていない、(ⅱ) 浴室がない、(ⅲ) 縦

割り住宅のいずれかに該当し、相対的に住宅水準が低いと思われる住宅は、表 21 の

とおりである。
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表 21

団地名 水洗化なし 浴室なし 縦割り住宅 備考

公
営
住
宅

上歌 － － ○ 1 棟 6 戸

歌神第二 ○ ○ －
水洗化なしは全棟

浴室なしは 3 棟 21 戸

神威鳩ヶ丘 － ○ ○ 全棟。

改
良
住
宅

本町川向 － － ○ 5 棟 24 戸

歌神一区 ○ ○ ○ 10 棟 42 戸がすべてに該当

歌神二区 ○ ○ ○ 8 棟 46 戸がすべてに該当

歌神川向 － － ○ 3 棟 18 戸

神威桜沢 － － ○ 2 棟 14 戸

中村中央 ○ ○ ○
水洗化なしは 12 棟 31 戸

浴室なし・縦割り住宅は全棟

(3) 経済的な状況

① 建設コスト

平成に入ってから建設された市営住宅の建設費は、表 22 のとおりである。

表 22

団地名 建設年度 建設費 戸数 面積 単価／戸数 単価／面積

東光シルバー 13 年度 350,385 千円 20 1,200 ㎡ 17,519 千円 291,890 円

神威シルバー 8 年度 385,145 千円 20 1,240 ㎡ 19,257 千円 310,601 円

文珠高台（公営） 7~12 年度 1,630,598 千円 78 5,204 ㎡ 20,905 千円 313,354 円

文珠チロル 6~8 年度 233,614 千円 24 792 ㎡ 9,733 千円 294,968 円

東光三区 7~10 年度 1,522,270 千円 76 5,056 ㎡ 20,029 千円 301,058 円

歌神一区 14~18 年度 1,174,520 千円 68 4,550 ㎡ 17,272 千円 258,165 円

戸数あたりの単価は、文珠チロルを除き 17,000～21,000 千円の範囲となっている。

文珠チロルが低くなっているのは、単身者向け住宅であり、間取りがすべて 1LDK（33.0

㎡）と小さめの造りとなっているためである（他の住宅には 2～3LDK も含まれており、

50～70 ㎡と広めの造りとなっている）。面積あたりの単価でみると、290,000～320,000

円となっている。

なお、新規に建設（建替）した場合に予想される建設コストは、鉄筋コンクリート
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構造（耐用年数 70 年）で 1 戸あたり 17,000 千円程度、木造（耐用年数 30 年）で 1 戸

あたり 12,000 千円程度、シルバー住宅で 1 戸（2LDK）あたり 17,000 千円程度、との

ことである。

② 修繕維持コスト

a) 修繕コスト

平成 17 年度から平成 20 年度までの各年度に実施した修繕に係る支出額は、表 23

のとおりである。

表 23

項目 H17 年度 H18 年度 H19 年度 H20 年度

修繕の金額 28,589 千円 23,695 千円 21,089 千円 24,837 千円

修繕の件数 443 件 445 件 520 件 558 件

1 件あたり修繕の金額 64,535 円 53,247 円 40,556 円 44,510 円

修繕コストは 21,000～29,000 千円の範囲で推移している。近年は市の財政状況が

芳しくないため、住宅の修繕は最低限必要と判断されたもののみ実施している。再

利用による修繕を主としており、緊急性の高いものから修繕を行う方針となってい

る。表 23 の各年度の金額は、現状維持のための最低限のコストである。

なお、平成 17 年度の 1 件あたり修繕の金額が他の年度に比べて高めとなっている

のは、修繕の金額が高い屋根の修繕が行われたことによるものである。

b) ロードヒーティング

市内には数か所ロードヒーティングが設置されている。市営住宅に関連するのは、

「歌神第二」「歌神二区」「神威桜ヶ岡」の 3 地区である。平成 16 年度から平成 20

年度までの各年度に発生したロードヒーティングに係るランニングコストは、表 24

のとおりである。

表24 （単位：千円）

団地名 H16 年度 H17 年度 H18 年度 H19 年度 H20 年度 年平均

歌神第二 135 135 135 86 － 123

歌神二区 1,226 1,684 1,285 1,792 1,265 1,450

神威桜ヶ岡 1,981 1,891 1,652 1,798 1,901 1,845

合計 3,343 3,711 3,073 3,677 3,166 3,394

（注）1．年平均は平成 16～20 年度の各年度の発生金額の単純平均値。
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2．歌神第二は政策的に移転を行ったためロードヒーティング不要となり、平成 20 年度から運転を

休止している。このため、歌神第二の年平均は平成 16～19 年度の単純平均値としている。

運転休止とした歌神第二を除き、各地区とも年間 1,000～2,000 千円程度のランニ

ングコストがかかっている。仮に各地区にある市営住宅を廃止したとすると、ロー

ドヒーティングの運転は不要となり、当該ランニングコストは発生しないこととな

る。

③ 住宅改良コスト

前記「(2) 物理的な状況」で述べたとおり、老朽化の進んだ建物・居住水準の低い建

物がある。これらの住宅を改良した場合に予想されるコストは、リフォーム費用で 1

戸あたり 2,000～3,000 千円程度、風呂場設置費用で 1 戸あたり 400～500 千円程度、

水洗化費用で 1 戸あたり 500～600 千円程度、とのことである。

(4) 事業計画

近年は市の財政状況が芳しくなかったため、予定されていた建設事業（平成 11 年に

策定された歌志内市公営住宅等再生マスタープランに準拠した事業）は一時中止して

いた。しかし、今後、表 25 の建設事業の実施が予定されている。

表 25

事業名称 期間 規模 事業費 財源

歌神地区改良住宅

建替事業
H22~25 年度 4 棟 44 戸 909,644 千円

国庫支出金 548,551 千円

市債 321,200 千円

一般財源 39,893 千円

シルバーハウジング

建設事業
H25 年度 1 棟 20 戸 393,907 千円

国庫支出金 168,971 千円

市債 217,000 千円

一般財源 7,936 千円

中村中央地区改良

住宅建替事業
H26~30 年度 76 戸 1,735,148 千円

国庫支出金 964,295 千円

市債 700,200 千円

一般財源 70,653 千円

ただし、平成 23 年に新たなマスタープランが作成される予定である。この中で、上

記表の建設事業計画の変更がなされる可能性がある。

なお、建設事業計画実行後の財政への負担に関する資料類（各住宅の将来発生支出
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の試算を行っている資料等）はないとのことである。
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6. 使用料の状況

(1) 使用料の決定方法

市営住宅の使用料（家賃）は、公営住宅法に準じて決定されている（ただし、文珠

チロルと中村中央改良住宅については政策的に定額家賃）。入居者の月額収入により、

家賃算定基礎額が月額収入の低い順にⅠ～Ⅷの 8 段階に区分されており、これに応益

係数と呼ばれる係数を乗ずることにより使用料が決まる。政策的に使用料を値上げす

ることはできない。

なお、駐車場の使用料は定額となっている。舗装等整備された駐車場は月額 1,500

円、整備されていない駐車スペースは月額 500 円となっている。

(2) 入居者と使用料

入居者は年金生活世帯が多く、月額収入が最も低いⅠの区分が 80％弱と大部分を占

めている。

市営住宅は生活困窮者に対する住宅であるため、月額収入の多い「収入超過者」に

は住宅を速やかに明け渡すよう通知を行う。「収入超過者」とは、3 年以上継続して月

額収入Ⅴ以上の区分にある入居者をいい、平成 21 年度で 72 世帯ある。当市も上記通

知を行っているが、市内には市営住宅に代わる民間アパートがなく、明け渡しまでは

至っていない。

(3) 回収の状況

平成 16 年度から平成 20 年度までの各年度の使用料（家賃）回収状況は、表 26 のと

おりである。
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表 26

住宅区分 項目 H16 年度 H17 年度 H18 年度 H19 年度 H20 年度

公営
回収率 89.9% 88.9% 87.9% 86.5% 86.0%

収入未済額 6,403 千円 7,813 千円 8,560 千円 9,681 千円 10,059 千円

改良
回収率 83.2% 83.2% 82.2% 80.3% 79.7%

収入未済額 31,347 千円 31,906 千円 33,553 千円 36,369 千円 37,122 千円

単身者
回収率 100.0% 100.0% 100.0% 95.5% 93.7%

収入未済額 － 千円 － 千円 － 千円 300 千円 450 千円

シルバー
回収率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

収入未済額 － 千円 － 千円 － 千円 － 千円 － 千円

全体
回収率 85.1% 85.6% 84.7% 83.0% 82.4%

収入未済額 37,750 千円 39,720 千円 42,113 千円 46,351 千円 47,632 千円

使用料（家賃）の収入未済額は年々増加しており、平成 20 年度では公営住宅 10,059

千円、改良住宅 37,122 千円、単身者住宅 450 千円の合計 47,632 千円と多額の滞納が

ある。収入未済額の増加に伴い、使用料（家賃）の回収率も徐々に低下している。

(4) 滞納者の状況

平成 21 年 3 月 31 日時点での滞納者の状況は、表 27 のとおりである。

表 27

延滞期間
人数

公営住宅 改良住宅 単身者住宅

12~24 ヶ月 12 人 24 人 1 人

25~36 ヶ月 4 人 10 人 －

37~48 ヶ月 3 人 4 人 －

49~60 ヶ月 － 5 人 －

61~72 ヶ月 － 5 人 －

73~84 ヶ月 － 1 人 －

85~96 ヶ月 － 1 人 －

97~108 ヶ月 － 3 人 －

合計 19 人 53 人 1 人
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1 年以上滞納している者が合計 73 人いる。中には、現在市内に居住していない所在

不明の者も 5～6 人おり、その収入未済金額は 10,000 千円程度となっている。

(5) 滞納者への対処方法

滞納者には電話での督促及び督促状の送付を行っている。また、年末には個別訪問

にて使用料の回収を図っている。さらに、連帯保証人へ連絡することで本人にプレッ

シャーを与え、支払いを促すこともある。悪質と思われる者については、裁判所に告

訴し強制退去を行うこととしている。

しかし、不景気で仕事を離職する者も多く、使用料回収状況は芳しくない。




